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新型コロナウイルス感染症に関する花巻市の対応について
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《新型コロナウイルスワクチン接種について》
市では、６５歳以上の高齢者に対するワクチン接種を７月中に完了できるようワクチン接種を進めています。

《ワクチン接種（高齢者）の状況》
▶集団接種（６月３０日時点）

１回目接種回数 ２０，３８０回
２回目接種回数 ７，２７１回
接種回数合計 ２７，６５１回
接種済人数 １回完了済 ２０，３８０人

内、２回完了済 ７，２７１人

▶集団接種を補完する病院による個別接種（６月３０日時点）
定員により集団接種に予約できなかった方に対する接種施設として、総合花巻病院、県立東和病院、大迫診

療センター、石鳥谷医療センターで接種を行っています。また、国立病院機構花巻病院からの申し出を受け、
６月１９日から同病院でも同様の接種をいただいております。

・大迫診療センター（5/27～） ：１回目接種 ６５回
２回目接種 ３６回

・石鳥谷医療センター（5/24～） ：１回目接種 ６回
２回目接種 ６回

・県立東和病院（5/25～） ：１回目接種 １０２回
２回目接種 ９０回

・国立病院機構花巻病院（6/19～）：１回目接種 ３００回
接種回数合計 ６０５回
接種済人数 １回完了済 ４７３人

内、２回完了済 １３２人

なお、総合花巻病院においては医療関係者の接種が終了したことから、５０４人に対し７月３日に１回目、
７月２４日に２回目の接種を行っていただくこととなっています。

▶施設入所者・従事者に対する接種（６月３０日時点）
市内の高齢者施設５９施設の内、５３施設で入所者・従事者に対するワクチン接種を行っています。

高齢者 ：１回目接種回数 ２，６２０回
２回目接種回数 ５７５回

施設従事者：１回目接種回数 １，９７６回
２回目接種回数 ４３３回
接種回数合計 ５，６０４回
接種済人数 １回完了済 ４，５９６人（内、高齢者２，６２０人）

内２回完了済 １，００８人（内、高齢者 ５７５人）

▶市内の個人病院・診療所における高齢者向けの個別接種
花巻市医師会のご尽力により、個人病院２６施設、診療所５施設で７月末までに高齢者３，４７４人分の接

種枠を確保いただきました。

接種総合計（６月３０日時点）
高齢者 ：１回目接種完了済 ２３，４７３人（高齢者の６９.５％）

内、２回目完了済 ７，９７８人（高齢者の２１.７％）
高齢者施設従事者：１回目接種完了済 １，９７６人

内、２回目完了済 ４３３人

合計 １回目接種完了済 ２５，４４９人
内、２回目完了済 ８，４１１人



《今後の接種について》

◆高齢者に対する個別接種
６５歳以上の高齢者に対しての個別接種は、６月２６日から各医院順次接種を進めており、７月１０日からは、

２回目の接種が始まります。なお、高齢者でワクチン接種を希望する方については７月３１日までに接種を終え
る見込みです。

◆高齢者以外に対する接種

▶「１２歳以上６４歳以下」の人に対し６月２５日から３０日の間に接種券を郵送しました
市では、６月２５日から３０日の間で、１２歳以上６４歳以下の人に対し、接種券・「新型コロナワクチン

接種を受けるための接種券をお送りします」のチラシ・予診票を郵送しています。接種期日が到来するまで大
切に保管してください。

※本年度中に満１２歳に達する人は、接種日当日に１２歳となっていることが必要です

《岩手県が実施する新型コロナワクチン集団接種について》
岩手県が実施している６５歳以上の高齢者を対象としたモデルナ社製ワクチンの集団接種において、接種対

象者を「県内の市町村から送付された接種券を持っている１８歳以上の方」とすることが６月２８日に発表さ
れました。
岩手県が実施する集団接種は、予約の際に市町村が発行する接種券が必要となります。６４歳以下で県の集

団接種で早く接種を受けたい方はご検討ください。対象となる６４歳以下の方で市が郵送した接種券を受け取
られている方はそれを利用して県の集団接種を予約できます。まだ受け取られていない方で県の集団接種を受
けたい方は、市の新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室に電話でお問い合わせください。予約の際に
必要となる情報をお知らせします。６月２９日までのお問合せに対しては、接種会場で必要な接種券をワクチ
ン接種対策室より再発行し、郵送しています。
また、県の集団接種を７月３日又は７月４日に受けることを希望する方には、６月３０日以降にお問合せい

ただいた場合、接種券の郵送では接種日に間に合わない可能性があるため、ワクチン接種対策室の窓口で直接
再発行し、本人にお渡しいたしますので、受け取りの際は本人確認ができる書類（免許証、保険証など）を
ご持参ください。

※市では、市が郵送する接種券が手元に届いていない方で、岩手県の集団接種を希望する方には、接種日までに接種券等を受
け取る（郵送又は窓口発行）ことがより確実な７月１０日又は７月１１日での接種予約をお勧めしています。

※接種券の再発行を受けた方は、後日届いた一斉発送分の接種券などを個人情報が漏れないよう処置の上、廃棄してください。
※１回目接種をモデルナ社製ワクチンで行った方は、２回目の接種もモデルナ社製ワクチンで行う必要があります。

花巻市新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室 電話番号：０１９８－４１－３６０５

【予約方法】
６月２９日（火）１３時から予約の受付が始まっています。
１回目の実施日時を予約いただくことで、対応する２回目の実施日時が自動で予約されます。

・インターネット予約
「岩手県新型コロナワクチン接種サイト」にアクセスし必要事項を入力して予約

https://vaccines.sciseed.jp/iwate

・電話予約（予約方法に関する相談もこちらにお電話ください）
「岩手県予約コールセンター」 ０５７０－２００－７７９

詳細は次ページの岩手県資料を参照ください。

実施日
【】は２回目実施日 実施時間 県央会場 県南会場

７月 ３日（土）
【７月３１日（土）】 14：00～17：00 アピオ 江刺西体育館

７月 ４日（日）
【８月 １日（日）】 9：00～16：00 アピオ 江刺西体育館

７月１０日（土）
【８月 ７日（土）】 14：00～17：00 アピオ 江刺西体育館

７月１１日（日）
【８月 ８日（日）】 9：00～16：00 アピオ 江刺西体育館

７月以降の岩手県集団接種日程
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▶「基礎疾患のある人」を対象とした個別接種
「基礎疾患のある人」に対するワクチン接種は、７月２日から受け付けを開始、５日から接種を始めます。
※基礎疾患があることを証明する診断書などの提出は不要で、接種を受ける市内医療機関で行う予診の際
に基礎疾患の状況を確認します

○接種会場 市内医療機関（下表参照）
○受付開始日 ７月２日（金）
○接種開始日 ７月５日（月）
○接種予約の方法 次のいずれかの方法により予約
・市コールセンター（☎０１２０－３８３－２２５）で予約
・専用ウェブサイトで予約
・ＬＩＮＥ（ライン）アプリで予約
※専用ウェブサイトとＬＩＮＥのＱＲコードは、接種案内の通知に記載

【上記予約方法で予約が取れなかった方について】
①市コールセンターによる予約で予約できなかった方
ワクチン接種室で待機者リストに登録し、後日、接種日・接種会場を記載した通知を郵送します。
通知を受け取った方は、再度、市コールセンター等で予約をお願いします。

②専用ウェブサイト・ＬＩＮＥアプリによる予約で予約できなかった方
専用ウェブサイト・ＬＩＮＥアプリは、予約できなかった方を把握できる仕様ではないため、ワクチン

接種室で待機者リストに登録することができません。ウェブサイト・ＬＩＮＥアプリで予約できなかった
場合は、市コールセンターにご相談いただくことで、待機者リストに登録となり、後日、接種日・接種会
場を記載した通知を郵送します。
通知をご確認いただいた後、改めてコールセンター・専用ウェブサイト・ＬＩＮＥアプリのいずれかで

ご予約ください。
なお、専用ウェブサイト・ＬＩＮＥアプリは、接種日が追加になるたびに更新しておりますので、随時

ご確認をお願いいたします。

なお、「基礎疾患のある方に対する個別接種」を除いた６４歳以下の接種日程については現在調整中です。決ま
り次第、対象者へ通知するほか、市ホームページ等でお知らせいたします。

▶クラスターの発生を抑制する目的で優先的に接種
市では、クラスター発生を抑制するため、６５歳未満の人に対するワクチン接種のうち下記に該当する方の優

先接種に向け、国からのワクチン供給状況をみながら調整を進めています。

・障がい児者通所施設利用者
・保育施設等の職員
・小中学校教員などの教育関係者
・富士大学や花巻東高校の寮生及び同校教職員
・市内観光業従事者
・タクシー及びバスの運転手
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◆第３弾「がんばれ花巻！対象のお店で２０％戻ってくるキャンペーン」を実施します
（商工労政課：４１－３５３４）

市では、令和２年度に２回実施した本キャンペーンが市内の地場事業者に対する支援策として非常に大きな効果
を発揮したことから、令和３年８月１日から８月３１日まで第３弾キャンペーンを実施します。

【キャンペーン開催日時】
令和３年８月１日(日) 午前０時～令和３年８月３１日(火) 午後１１時５９分

【キャンペーン内容】
本キャンペーン開催期間中に対象店舗でPayPay※1で支払うと、決済金額の最大20％のPayPayボーナス（ポ

イント）を付与（PayPay１アカウントに付き１決済あたりの付与上限：4,000円相当、期間中の付与合計上限：
10,000円相当）します。
※1 PayPay残高、Yahoo!JAPANカード、PayPay後払い（一括）による決済が対象

【PayPayボーナス（ポイント）付与】
ポイントは、支払日の翌日から３０日後に付与され、代金の支払いに使用できます。

【キャンペーン対象店舗】
市内PayPay加盟店のうち、市とPayPayが対象店舗として指定した市内に本社または本店を有する中小法人も

しくは市内に事業所を有する個人事業主となります。ただし、コンビニエンスストア等のフランチャイズチェー
ン、温泉宿泊施設等利用促進事業の対象施設、公的医療の適用となる医療機関や介護保険の適用となる事業者な
どは対象外です。

キャンペーン対象店舗については7月中旬にお知らせします（一覧は市ホームページに掲載予定）。

【操作方法説明窓口開設】
PayPayアプリのダウンロードや操作方法などを説明する窓口をイトーヨーカドー花巻店に開設します。

開催日時：７月８日（木）、７月２３日（金）、７月２８日（水）
午前１１時から午後６時まで（都合により時間を変更する場合があります）

開催場所：イトーヨーカドー花巻店 フードコート
その他 ：参加無料

【令和２年度のキャンペーン実績】

▶第１弾キャンペーン（令和２年８月１日～令和２年９月３０日）
決済回数：７０，２３４回
決済金額：２億７，９７７万

（１日あたりの平均決済金額：４，５８６，３９３円）
還 元 額：４，５６５万円

▶第２弾キャンペーン（令和２年１２月１日～令和３年３月３１日）
決済回数：２２７，９３９回
決済金額：１１億６，２２２万円

（１日あたりの平均決済金額：９，６０５，１２３円）
還 元 額：１億９，８３９万円

《新型コロナウイルス感染症に関する支援について》
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◆月次支援金（国事業）の申請サポート会場を市独自で設置する予定です（商工労政課：４１－３５３９）
国では令和３年４月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置（以下「対象措置」）に伴う「飲

食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が５０％以上減少した中小法人・個人事業者等にオ
ンライン申請による月次支援金を給付しています。市では本支援金の対象となる事業者を支援するため、申請サ
ポート会場を市独自に設置する予定とし、必要経費について本定例会最終日に追加提案いたします。

【制度の概要】
対 象：以下、①、②いずれもみたす中小法人・個人事業者等

①対象措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けていること
②令和３年４月以降に対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、月間売上が令和元
年又は令和２年の同じ月と比べて５０％以上減少している中小法人・個人事業者等
※当市は、令和３年４月及び５月において、旅行客の５割以上が対象措置実施都道府県から来訪し
ている週が存在する地域として該当していることが経済産業省から公表されており、市内の旅行
関連事業者（注）が本支援金を申請することができます。
なお、６月については後日公表される予定です。

(注)旅行関連事業者には飲食事業者、宿泊事業者、旅客運送事業者、自動車賃貸業、小売事業者（土産店等）等が該
当になります。

給付額：「令和元年又は令和２年の基準月の売上」 － 「令和３年の対象月の売上」
上限：中小法人等 ２０万円/月、個人事業者等 １０万円/月
※対象月：令和３年に緊急事態措置等が実施された月で前年又は前々年に比して売上が50％以上減少した月
※基準月：令和元年又は令和２年の対象月と同じ月

申請等：申請期間 ４月・５月分：令和３年６月１６日から８月１５日
６月分 ：令和３年７月 １日から８月３１日

申請方法 オンライン申請

【申請サポート会場について（予定）】
設置期間：令和３年７月中旬から８月中旬まで

午前９時３０分から午後４時３０分まで
設置場所：なはんプラザ３階ギャラリー
手続き等：完全予約制で、設置の２営業日前から予約を受け付けます。

サポート会場の利用については、市内に本店または主たる事業所を持つ事業者で、法人を除
く個人事業者のみを対象とする予定です。
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花巻市内の事業者向け⽉次⽀援⾦の概要

以下①、②いずれも満たす中⼩法⼈等⼜は個⼈事業者等が対象です。

①対象⽉の緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置（以下「対象措置」という。）に伴う
飲⾷店の休業・時短営業⼜は外出⾃粛等の影響を受けている（注）こと

（注）統計データの分析により、2021年4⽉・5⽉において花巻市（岩⼿中部）は外出⾃粛等の
影響を受けた地域として該当しているため、市内の旅⾏関連事業者の⽅が給付
対象となり得ます。

【旅⾏関連事業者】

飲⾷事業者（飲⾷店、喫茶店等）、宿泊事業者（ホテル、旅館等）、旅客運送事業者（タクシー、バス
等）、⾃動⾞賃貸業、旅⾏代理店事業者、⽂化・娯楽サービス事業者（博物館、美術館、植物園、公園、
公衆浴場、興⾏場等）、⼩売事業者（⼟産物店等）等

※旅⾏関連業者以外にも給付対象となる事業者の要件がありますので、給付対象の可否が不明な場合は、
申請者⽤相談窓⼝にご確認ください

②2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50％以上減少

2021年の4⽉以降に実施されている緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴う、「飲⾷店の休業・時短営業」や「外出⾃粛等」の影
響により、売上が50％以上減少した中⼩法⼈・個⼈事業者等の皆様に⽉次⽀援⾦を給付し、事業の継続・⽴て直しやそのための取組を⽀
援するもの。【経済産業省実施】

給付要件

給付額

2019年⼜は2020年の基準⽉の売上－2021年の対象⽉の売上

中⼩法⼈等︓上限20万円/⽉ 個⼈事業者等︓上限10万円/⽉
対象⽉︓対象措置が実施された⽉のうち、対象措置の影響を受けて、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で売上が50％以上

減少した2021年の⽉
基準⽉︓2019年⼜は2020年における対象⽉と同じ⽉

中⼩法⼈等⇒資本⾦等10億円未満、⼜は資本⾦等が定められていない場合は常時使⽤する従業員数が2,000⼈以下
個⼈事業者等⇒フリーランスや主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した個⼈事業主等の⽅を含む

申請受付期間

4⽉・5⽉分︓2021年6⽉16⽇〜8⽉15⽇



申請の流れ（パソコン・スマートフォンによる申請）
①⽉次⽀援⾦の申請⽤ホームページへアクセスする。
②仮登録（申請ＩＤ発番）するボタンを押して、電話番号、メールアドレ
ス等を⼊⼒し、申請区分を選択して、仮登録する
③⼊⼒したメールアドレス宛に本登録⽤メールが届いていることを確認し、
ログインＩＤ及びパスワードを設定すると、申請ＩＤが発番され、マイ
ページが作成される

④書類を準備の上、登録確認機関に事前確認を依頼する
⑤登録確認機関の確認を受ける
※「事業を実施しているか」、「給付対象等を正しく理解しているか」等
を登録確認機関が事前に確認します。
市内の登録確認機関：花巻商⼯会議所(会員限定)、花巻信⽤⾦庫本店及び市内各⽀店(地域限定)、

東北銀⾏花巻⽀店(事業性融資先限定)

⑥⽉次⽀援⾦の申請⽤ホームページのマイページにて、必要事項を⼊⼒
⑦必要書類を添付（スマートフォンなどの写真画像でも可）

申請
ＩＤの
発番

事前
確認

申請

必要書類
① 確定申告書 収受⽇付印の付いた確定申告書の控え

(2019年4⽉から6⽉及び2020年4⽉から6⽉までをその期間に含むすべてのもの)

② 売上台帳等 2021年の対象⽉の⽉間事業収⼊がわかる売上台帳等

③ 宣誓・同意書 代表者⼜は個⼈事業者等が⾃署した宣誓・同意書
（⽉次⽀援⾦ホームページからダウンロード）

④ 本⼈確認書類
（個⼈事業者等の場合のみ）

運転免許証、マイナンバーカード、住⺠票＋パスポート、住⺠票＋健康保
険証 など

⑤ 履歴事項全部証明書
（中⼩法⼈等の場合のみ）

3か⽉以内に発⾏されたもの

⑥ 通帳 ⽀援⾦の⽀払先⼝座が確認できるもの

⑦ その他事務局が必要と認める書類 事務局から上記の他に書類の提出を依頼する場合あり

申請者専⽤相談窓⼝ 0120-211-240
本制度の詳細は、⽉次⽀援⾦ホームページをご確認ください

ご⾃⾝で申請が難しい⽅のために、申請サポート会場を設けております。（岩⼿会場︓マリオス18階）

申請サポート会場
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